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まちづくり勉強会 地権者協議会

今回
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実
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第10回
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強
等…
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第11回第11回



協議会設立が望ましい

78%

勉強会での検討を継続した方が良い

9%

まだよくわからない

13%

森野住宅周辺地区まちづくり協議会に関するアンケートの実施結果

〇宅地の所有者数※：３０名
※共有名義及び分譲マンション等は１名とする。
なお、区分所有者間で回答が異なる場合は、
最多の回答を採用しています。

〇回答率：７７％

〇回答者数：２３名

項目 人数

協議会設立が望ましい １８名

勉強会での検討を継続した方が良い ２名

まだよくわからない ３名

２．アンケート結果

3

地権者のご意向に関する内容のため、公表は控えさせていただきます。

詳細は市にお問い合わせください。



4

4

まちづくり勉強会（現行） まちづくり協議会

体制図

対象者
地区内の土地所有者・借地権者・建

物所有者（任意参加）
地区内の土地所有者・借地権者・建物所
有者（会則に基づき、入会届を提出）

地権者の
立場

勉強会に参加 協議会の会員

活動内容
・
目的

・地区の課題や強みの理解
・まちづくりの手法に関する勉強
・まちづくり構想の作成
・まちづくり構想の具体化に向けた
検討を始める準備

・まちづくり構想の具体化に向けた検討
（まちづくりの手法や進め方等）
・勉強会や見学会の開催
・権利者相互の意見交換
・未加入者への協議会加入促進 等

町田市の
立場

勉強会の主催・運営
協議会の運営サポート

（及び、協議会員（地権者の一人））

まちづくり勉強会

事務局
（町田市）

地権者
（参加者）

勉強会に参加

まちづくり協議会

事務局（町田市）
・協議会の運営サポート

議題に関する意見交換

勉強会主催

議題や計画案等
の提示・説明

地権者
（参加者） 地権者

（参加者）

意向

地権者
（会員）

地権者
（会員）

地権者
（会員）

将来像の
共有

実現に向けた
協議・検討
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協議会への移行後

まちづくり勉強会 まちづくり協議会
（ 約1～2年 ）

準備組織
（ 約1～2年 ）

検討内容

将来像・課題整理
ま
ち
づ
く
り
構
想
の
策
定

開
発
推
進
計
画
の
策
定

構想の具体化・土地利用案検討

計画の深度化

事業実現に向けた検討

事業手法・事業推進体制の検討

官民が密に連携を図りながら、各主体がまちの動きを的確に捉え、引き続き検討

が必要な課題に取り組むことで、より良いまちづくりを実現させていきます。
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お手元の会則（案）及びパンフレットをご覧ください。

6
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町田市都市づくり部都市政策課中心市街地開発推進室
ご郵送、FAXまたはメール
050-3161-5502
toshi070_04@city.machida.tokyo.jp

協議会への移行手続きとして、入会届の提出を

お願い致します。

2024年１１月２９日（金）

提出期限

今後について

提出先
提出方法
FAX
メール 7

３．まちづくり協議会について



【議 題】（予定）

①道路整備の考え方

②機能・配置の考え方

202５年２月９日（日）（予定）

開催日時

森野住宅周辺地区まちづくり協議会（第１回）
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意見交換
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４．意見交換

意見交換
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